
◎市町村の合併の特例に関する法律の一部を改正する法律 
（平成一六年五月二六日法律第五八号）   

一、提案理由（平成一六年四月一三日・衆議院総務委員会） 

○麻生国務大臣 御存じのように、十二時五十分から参議院の総務委員会が開かれます

ので、かなり早目に申し上げますので、あらかじめお断りを申し上げておきます。 

 ただいま議題となりました地方自治法の一部を改正する法律案、市町村の合併の特例

に関する法律の一部を改正する法律案及び市町村の合併の特例等に関する法律案の提案

理由及び内容の概要を御説明申し上げます。 

……………（略）…………… 

 次に、市町村の合併の特例に関する法律の一部を改正する法律案の提案理由及び内容

の概要を御説明申し上げます。 

 この法律案は、市町村の合併後の一定期間、合併関係市町村の区域を単位として合併

特例区を設けることができることとするほか、市町村の合併に伴う一部事務組合等に関

する特例措置を定めることとするものであります。また、平成十七年三月三十一日まで

に行われた申請に係る市町村の合併であって、平成十八年三月三十一日までに行われる

ものについて、市町村の合併の特例に関する法律はなおその効力を有するものといたし

ます。 

 次に、法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。 

 第一に、市町村の合併に際し、合併関係市町村の協議により、市町村の合併後の一定

期間、一または二以上の合併関係市町村の区域を単位として合併特例区を設けることが

できることとしております。 

 第二に、一部事務組合等の構成市町村間の合併において、合併後規約が変更されるま

での一定期間、当該一部事務組合等は、合併市町村の区域における事務について従前の

例により行うものとしております。 

 第三に、平成十七年三月三十一日までに、市町村が議会の議決を経て都道府県知事に

合併の申請を行い、平成十八年三月三十一日までに合併が行われるものについて、市町

村の合併の特例に関する法律は、なおその効力を有するものとすることとしております。 

 以上が、この法律案の提案理由及び内容の概要であります。 

……………（略）…………… 

 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同あらんことをお願い申し上げます。 

二、衆議院総務委員長報告（平成一六年四月二七日） 

○佐田玄一郎君 ただいま議題となりました三法律案につきまして、総務委員会におけ

る審査の経過及び結果を御報告申し上げます。 

 まず、各案の要旨について申し上げます。 

……………（略）…………… 

 次に、市町村の合併の特例に関する法律の一部を改正する法律案は、現行合併特例法



の経過措置等を講ずるものであります。 

……………（略）…………… 

 以上の三案は、去る三月二十三日本委員会に付託され、四月十三日麻生総務大臣から

提案理由の説明を聴取し、二十日、二十二日及び本日質疑を行い、これを終局いたしま

した。 

……………（略）…………… 

 次いで、討論を行い、順次採決いたしましたところ、地方自治法の一部を改正する法

律案及び市町村の合併の特例に関する法律の一部を改正する法律案はいずれも賛成多数

をもって原案のとおり可決すべきものと決し、市町村の合併の特例等に関する法律案は

賛成多数をもって修正議決すべきものと決しました。 

 なお、三案に対し附帯決議が付されました。 

 以上、御報告申し上げます。 

○附帯決議（平成一六年四月二七日） 

 （地方自治法の一部を改正する法律（平一六法五七）の附帯決議と一括して掲載） 

三、参議院総務委員長報告（平成一六年五月一九日） 

○景山俊太郎君 ただいま議題となりました三法律案につきまして、総務委員会におけ

る審査の経過と結果を御報告申し上げます。 

……………（略）…………… 

 次に、市町村の合併の特例に関する法律の一部を改正する法律案は、市町村の合併後

の一定期間、合併関係市町村の区域を単位とし合併特例区を設けることができることと

するほか、市町村の合併に伴う一部事務組合等に関する特例措置を定めるとともに、平

成十六年度末までの申請に係る市町村の合併について、市町村合併特例法はなおその効

力を有するものとするものであります。 

……………（略）…………… 

 委員会におきましては、政府の趣旨説明及び市町村の合併の特例等に関する法律案に

ついて衆議院における修正の趣旨説明を聴取した後、以上三法律案を一括して議題とし、

市町村合併を推進する目的、合併特例区制度等創設の趣旨、総務大臣が策定する基本指

針の性格及び内容、議員の定数等の在り方、道州制導入の必要性等について質疑が行わ

れました。 

 質疑を終局し、討論に入りましたところ、日本共産党を代表して八田ひろ子委員、社

会民主党・護憲連合を代表して又市征治委員より、それぞれ三法律案に反対する旨の意

見が述べられました。 

 討論を終局し、順次採決の結果、三法律案はいずれも多数をもって原案どおり可決す

べきものと決定いたしました。 

 なお、三法律案に対し七項目から成る附帯決議が付されております。 

 以上、御報告を申し上げます。 



○附帯決議（平成一六年五月一八日） 

 （地方自治法の一部を改正する法律（平一六法五七）の附帯決議と一括して掲載） 


